
香川県における福祉サービス第三者評価の実施体制 平成 1９年度本格実施
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評価機関 

・評価調査者継続研修実施（19年度～） 

・評価調査者養成研修実施 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                        

 

（サービス開始までのスケジュール） 

◎推進組織の運営費は県費負担 

                      

                                                  

  

 

認証・取消し
福祉サービス

提供事業所 
福祉サービス

提供事業所 
福祉サービス

提供事業所 

<対象施設> 

・措置施設 

・障害サービス 

・保育所 

・介護サービス 

          等の各施設 

申込み 

受審料 

評  価 

評価機関Ｃ 

（要法人格） 

 

株式会社、NPO 

調査者 2名以上 

評価機関Ｂ 

（要法人格） 

 

株式会社、NPO 

調査者 2名以上 

評価機関Ａ 

（要法人格） 

 

株式会社、NPO 等 

調査者 2名以上 

連携 

評価基準等 

策定 

推進組織 

全国推進組織 

（全国社会福祉協議会） 

■役割 
・第三者評価事業の推進を担う 

 
■事務局体制 
・事務局長（健康福祉部次長） 
・幹事 4名（部内関係課長） 

  ・事務局は健康福祉総務課内 
   に置く 

 

香川県福祉サービス第三者 

評価推進委員会 H17.4 設置 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
■主な業務 

・認証に関すること 
・評価基準に関すること 
・研修に関すること 
・普及・啓発に関すること 
・苦情への対応に関すること 

 
■委員（6名で構成） 
 ・学識経験者 ４名 

（福祉、法律、経済領域） 
 ・福祉関係者 １名 

・公益代表者 １名 

評価調査者 

 養成・継続研修

香川県(推進組織)H17.4 設置 

平成17年度 平成18年度 平成19年度 

介護サービス情報の公表の義務付け（H18～) 

認知症高齢者ＧＨの外部評価の本格実施（H17～) 

［その他の評価等スキーム］ 

体制整備段階 
・県推進組織 設置 

・評価推進委員会 設置 

・評価基準、各種規定の検討 

本格実施準備段階 

事業所 

・評価基準､各種規定の策定 

・モデル事業の実施、結果検証 

・評価機関の認証 

事前準備段階 
・推進組織、委員会の検討 

・推進組織事務局の設置 

・委員選考 

平成16年度

sp
タイプライターテキスト
事業実施

sp
線




